
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
に

異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

山 

田 

吉 

三 

郎 

                



 
資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
の
届
出
を 

資
金
管
理
団
体
の 

 

異
動
事
項 

 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 

旧 
 
 
 
 
 

異
動
年
月
日 

 
 

し
た
者
の
氏 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市
川 

佳
子 

市
川
よ
し
子
後
援 

公
職
の
種
類 

 

衆
議
院
議
員 

 
 

神
奈
川
県
議
会
議 

二
七
、 

九
、
一
五 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

塩
坂
源
一
郎 

塩
坂
源
一
郎
後
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
藤
沢
市 

神
奈
川
県
藤
沢
市 

二
七
、
一
〇
、 

七 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

片
瀬
海
岸
一
―
七 

片
瀬
海
岸
三
―
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
―
一
〇
一
号 

―
一
一
―
二
〇
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

城
島 

正
光 

城
島
光
力
２
１
世 

主
た
る
事
務
所 
神
奈
川
県
川
崎
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

二
七
、 

九
、
三
〇 

 
 
 
 
 
 

紀
フ
ォ
ー
ラ
ム 

 

の
所
在
地 

 
 

川
崎
区
宮
前
町
八 

川
崎
区
宮
本
町
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
四 

竹
原
ビ 

―
二
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
二
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

爲
谷 

義
隆 

た
め
や
義
隆
後
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

二
七
、
一
〇
、
二
一 

 
 
 
 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

鶴
見
区
市
場
富
士 
川
崎
区
京
町
一
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
町
一
〇
―
二
五 

一
三
―
六
―
一
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


